
庁 議 付 議 案 件Ｎｏ．１   

平成２３年 １月１１日  

所管  理 財 局 ・ 理 財 部  

  

件  名 市内業者への下請発注等の促進について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【経過・現状】 

■市内元請業者に対する発注促進への対応 

○ 本市建設工事の発注に当たっては、市内業者への優先発注等により、市内

元請業者の受注機会の確保に努めている。 

○ 予定価格２５０万円超の工事における平成２１年度の市内元請業者受注

割合は、特殊工事等を除けば、１００％となっている。 

■市内下請業者に対する発注促進への対応 

○ 元請業者に対して、下請及び資材を市内業者へ発注するよう文書で依頼し

ている。 

【課題】 

 より一層の市内中小建設業者の育成及び市内経済の活性化を図るためには、

下請及び資材の発注に当たって、市内業者の活用を促進する仕組みが必要であ

る。 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

１． 「堺市総合評価落札方式ガイドライン」を改正し、市内下請業者の活用を

促進する。 

（１）現行ガイドライン 

 ○対象案件：予定価格６千万円以上の中から公共工事の特性（規模、技術的な

工夫の余地等）に応じて選定 

○評価分類及び評価項目 

評価分類 評価項目 

簡易な 

施工計画 

・工程管理に係わる技術的所見 

・品質管理に係わる技術的所見 

・施工上の課題に対する技術的所見 

・安全管理に留意すべき事項 

・施工上配慮すべき事項 

企業の 

施工能力 

・工事成績評定点 

・ＩＳＯの認証取得 

・安全対策の取組 

配置予定技

術者の能力 
・配置予定技術者の施工経験 

地域精通度・ 

地域貢献度 

・地理的条件(市内業者に限り、本市入札参加有資格者とし

ての登録時期により加点) 

・障害者の雇用（市内業者に限り、障害者の雇用状況により

加点） 

・防災協定に基づく活動（本市との防災協定締結状況により

加点） 



（２）評価分類「地域精通度・地域貢献度」に下記の項目を追加 

○市内下請の活用 

（評価基準）※下記に該当する場合は加点 

・一次下請に占める市内業者数の割合が５０％以上の場合 

・市内業者が元請で下請を活用しない場合 

○資材の市内調達 

   （評価基準）※下記に該当する場合は加点 

・土木系工事：指定する資材をすべて市内で調達する場合 

・建築系工事：指定する工種別科目に含まれる資材の購入契約業者に占

める市内業者数の割合が５０％以上の場合 

（３）適用時期 

○平成２３年度の総合評価落札方式適用案件から実施する。 

 

２．総合評価落札方式適用案件の拡充に向けた取り組み 

○発注時期の前倒し 

従来、６月以降に公告する一般競争入札案件に適用していたが、平成２３

年度からは５月公告案件も適用対象とし、総合評価落札方式の拡大を図る。 

○庁内関係部局との連携強化 

適用件数を拡大すべく、契約課及び総合評価審査庁内委員会事務局（土木

監理課、建築監理課、上下水道局理財課）を中心に工事発注担当課との連携

をより一層強化する。 

【参考】 

○対象案件：予定価格６千万円以上の工事 

○対象件数：年間約１００件 

○適用件数：平成２１年度２２件、平成２２年度１８件 

 

３．スケジュール 

・平成２３年１月      堺市総合評価落札方式ガイドラインの改正 

・平成２３年２月１日    広報さかい２月号へ概要掲載 

・平成２３年２月１日    ホームページでガイドラインを公表 

・平成２３年５月２日以降  総合評価落札方式適用案件の発注 

効果の想定 
○ 市内中小建設業者の育成及び市内経済の活性化に資する。 

○ 市内下請業者及び資材提供業者への発注件数が増加する。 

関係局との 

政策連携 

○ 全局の工事発注担当部署 

○ 契約課及び総合評価審査庁内委員会事務局（土木監理課、建築監理課、上下

水道局理財課） 

 


